
 

 

域別最低賃金を決定するこ

ととなります。 

◆引上げ前のチェックが必

要 

最低賃金額に近い額で雇

用契約を結んでいる従業員

が多い事業場では、引上げ後

の最低賃金額を上回る額が

支払われているか、注意が必

要です。 

時間給を計算してみると

最低賃金額を割り込んでし

まっているケースが、アルバ

イト・パートタイマーはもち

ろん、正社員の場合であって

も散見されます。 

時給制の場合にはわかり

やすいのですが、月給制や日

給制の場合は、賃金額を労働

時間数で割り戻して時間給

を算出し、最低賃金額と比較

してみてください。 

賃金額が最低賃金額を下回

る場合には刑事罰が定めら

れており（最低賃金法 40条、

50 万円以下の罰金）、悪質な

場合には書類送検の可能性

もあります。「引上げにきち

んと対応できていなかった」

という“うっかりミス”が多

い部分ですので、10月の引上

げ前に、再度、最低賃金額関

連の管理について見直して

おきましょう 

。 

厚生労働省が公表したパ

ートタイマー向け「職務

分析実施マニュアル」 

◆今年４月に施行された改

正パート労働法 

パートタイマーを雇用し

ている企業ではすでにチェ

ック済みのところだと思い

ますが、今年 4月 1日に改正

パート労働法が施行されて

おり、以下のような内容が盛

り込まれています。 

・正社員と差別的取扱いが禁

止されるパートタイム労働

者の対象範囲の拡大 

…職務内容、人材活用の仕組

み（人事異動等の有無や範

囲）が正社員と同一であれ

ば、有期労働契約を締結し

ているパートタイム労働

者も正社員と差別的取扱

いが禁止に。 

・「短時間労働者の待遇の原

則」の新設 

…事業主が、雇用するパート

タイム労働者の待遇と正

社員の待遇を相違させる

場合は、その待遇の相違

は、職務の内容、人材活用

の仕組み、その他の事情を

考慮して、不合理と認めら

れるものであってはなら

ないとする、広くすべての

短時間労働者を対象とし

た待遇の原則の規定の創

設。 

・パートタイム労働者を雇い

入れたときの事業主による

説明義務の新設 

…事業主は、パートタイム労

働者を雇い入れたときは、

実施する雇用管理の改善措

置の内容について、説明義

務がある。 

◆厚労省が「職務分析実施マ

ニュアル」を公表 

上記改正により、事業主は、

パート労働者と正社員の均

等・均衡待遇やパート労働者

への説明責任が求められてい

るところですが、厚生労働者

は職務分析に基づいた職務説

明書作成の手順を示した「職

務分析実施マニュアル」を公

表しました。職務分析により

職務の内容を明確にし、業務

の内容と責任の程度を明確に

パート労働者にも示すことが

できるとしています。 

◆人材不足のいま、パート労

働者の雇用管理も重要に 

近年少子高齢化が進み、労

働力人口が減少する中、パー

トタイム労働者数は年々増加

しています。人材不足により

募集してもなかなか応募者が

集まらない状況が続いていま

すが、採用後もパート労働者

の明確な待遇が整備されてい

ないようでは、早期離職にも

つながりかねません。 

今後は企業の人材確保のため

にも、パート労働者の雇用管

理や待遇の決定について、ま

すます気を配っていく必要が

あります。 

 

 

◆今年４月に施行された改正

パート労働法 

今年 4月 1日に改正パート

された「離職票－１」（個

人番号欄は空欄）を離職者

に交付していただくこと

となります。 

Ｑ９ 雇用保険手続につい

て、手続の契機ごとに同一

従業員の個人番号を重複

して提出することになる

のか。 

（答）個人番号のハローワー

クへの届出にあたっては、

事業主が従業員から個人

番号を収集する際に本人

確認を行った上で提出す

ることからハローワーク

では本人確認等の事務は

行わないこととなります

が、仮に、個人番号が誤っ

て登録された場合には、そ

の後の事務処理に多大な

影響を生じることとなる

ことから、手続頻度の高い

届出について、届出の契機

ごとに、個人番号を記入し

て提出することとしてい

ます。 

Ｑ11 従業員から個人番号

の提供を拒否された場合、

雇用保険手続についてど

のような取扱いとなるの

か。 

（答）雇用保険手続の届出に

あたって個人番号を記載す

ることは、事業主においては

法令で定められた（努力）義

務であることをご理解いた

だいた上で、従業員から個人

番号の提供を求めることと

なりますが、仮に提供を拒否

された場合には、個人番号欄

を空白の状態で雇用保険手

続の届出をしていただくこ

ととなります。その上で、再

度、従業員から個人番号の提

供を求めた上で、個人番号の

提供があった場合には、所定

の様式により提出していた

だくこととしています。 

 

平成 27年度 最低賃金額

引上げの目安と企業の対

応 

◆地域別最低賃金額改定の

目安 

地域別最低賃金額が 10 月

から引上げとなる見込みで

す。引上げ額の目安について

は、都道府県の経済実態に応

じ、次の通り提示されていま

す。 

・A ランク⇒19 円（千葉・

東京・神奈川・愛知・大阪） 

・B ランク⇒18 円（茨城・

栃木・埼玉・富山・長野・静

岡・三重・滋賀・京都・兵庫・

広島） 

◆今後の流れ 

各都道府県労働局長が地

「マイナンバー制度」雇

用保険関係の最新情報！ 

◆厚労省から続々と情報が

公表 

8 月に入り、厚生労働省か

ら雇用保険関係のマイナン

バー制度に関する情報が

続々と公表されています。 

まず、8月 3日に「概要リ

ーフレット」と、事業主向け

の詳細資料である「マイナン

バー制度の導入に向けて（雇

用保険業務）」が公表され、

来年1月から使用するマイナ

ンバー制度に対応した雇用

保険関係の様式案（7 月時点

の改正案）も公開されまし

た。 

さらに 8月 5日には「雇用

保険業務等における社会保

障・税番号制度への対応に係

るＱ＆Ａ」が公表されていま

す。 

◆「Ｑ＆Ａ」の内容 

以下では、上記「Ｑ＆Ａ」

の内容からいくつかご紹介

します。 

Ｑ７ 「離職票－１」は事業

主が個人番号を記載して

離職者に交付するのか。 

（答）「離職票－１」の個人

番号欄は離職者が記載す

ることとしており、事業主

はハローワークから交付
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